
告示第８１号 

 

令和７年度尾道市一般廃棄物処理実施計画 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」

という。）第６条第１項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生

省令第３５号）第１条の３の規定により、尾道市から発生する一般廃棄物の処理に関し、

実施計画を定めたので、尾道市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４７年条例第３

０号）第１５条第１項の規定に基づき、次のとおり告示する。 

 

  令和７年４月１日 

 

尾道市長 平 谷 祐 宏 

 

 

１ 処理する一般廃棄物の種類及び処理の体系 

(1) 固形状一般廃棄物（別紙１の適正処理困難物を除く。） 

(2) 処理の体系（別紙２のごみ処理の基本体系のとおり。） 

 

２ 施行区域  尾道市全域 

行政区域内人口 127,388 人 

① 計画処理区域内人口 127,388 人 

② 計画収集人口 127,388 人 

③ 自家処理人口 0人 

 

３ 施行期間  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

４ 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

固形状一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

固形状一般廃棄物 合計 49,351t 

 収集ごみ 25,642t 

燃やせるごみ 18,734t 

燃やせないごみ、粗大ごみ、埋立ごみ、蛍光灯等 1,702t 

資源物（ペットボトル・容器包装プラスチックを含む。） 5,206t 

 直接搬入ごみ 23,709t 

燃やせるごみ 18,293t 

燃やせないごみ、粗大ごみ、埋立ごみ、蛍光灯等 4,564t 

資源物（ペットボトル・容器包装プラスチックを含む。） 852t 

 

  



５ 一般廃棄物（ごみ）の減量及びリサイクルの促進 

ごみの減量及びリサイクルの促進 

  ア ごみの減量及びリサイクル促進に関する啓発 広報、市ホームページ等 

  イ ４Rの推進  

リフューズ（発生回避）リデュース（発生抑制）リユース（再使用）リサイクル（再生利用） 

  ウ 資源物分別排出の徹底 分別の品目・排出方法の周知 

  エ  ごみの減量・資源化に関する分別説明会及び分別戦隊エコレンジャーによる環境

リサイクル教室の開催 

  オ 不法投棄防止に関する啓発活動 

  

６ 分別して収集及び直接搬入するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分 

(1) 一般家庭から排出された固形状一般廃棄物のうち、次に掲げるもの 

燃やせるごみ 日常生活に伴って生ずる厨芥類、木くず及び再生できない紙く

ず並びにこれらと質的に同等の取扱いができるもの。ただし、

粗大ごみに該当するものを除く（合併前の因島市地域（以下「因

島地域」という。）及び瀬戸田町においては、日常生活に伴って

生ずる厨芥類、木くず、プラスチック製品及び再生できない紙

くず並びにこれらと質的に同等の取扱いができるもの。ただ

し、粗大ごみに該当するものを除く。）。 

燃やせないごみ プラスチック製品、金属とプラスチックの複合製品及びこれら

と質的に同等の取扱いができるもの。ただし、粗大ごみに該当

するものを除く（因島地域及び瀬戸田町においては、金属とプ

ラスチックの複合製品及びこれらと質的に同等の取扱いがで

きるもの。ただし、粗大ごみに該当するものを除く。）。 

乾電池、体温計（因島地域及び瀬戸田町を除く。） 

粗大ごみ 家具、家庭電化製品、自転車等おおむね５０センチメートル四

方以上の大きさのもの 

埋立てごみ 割れガラス、陶磁器類及び灰 

蛍光灯等 蛍光灯及び電球（因島地域及び瀬戸田町においては蛍光灯、電

球、乾電池及び体温計とする。） 

ペットボトル 主として容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関

する法律（平成７年法律第１１２号）第２条第１項に規定する

容器製のうち、ポリエチレンテレフタレート製のもので、飲料、

しょうゆ等を充填するためのもの 

容器包装プラスチック 主として容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関

する法律第２条第１項に規定する容器包装のうちプラスチッ

ク製のもの。だたし、ペットボトルに該当するものを除く。 

資源物 紙類、布類、かん類、びん類、金属類及び使用済天ぷら油等容

易に再生利用が可能なもの。ただし、粗大ごみに該当するもの

を除く（金属類は、御調町のみとする。）。 

 



(2) 直接搬入 

  搬入を認める固形状一般廃棄物については、排出者が自ら又は排出者から依頼を受け

た尾道市一般廃棄物収集運搬業許可業者が、尾道市クリーンセンター等へ直接搬入する。 

 

７ 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する計画 

(1) 収集方法、収集回数及び排出容器 

固形状一般廃棄物（事業系一般廃棄物を含む。）の収集は、次のとおり行う。 

種類 収集方法 排出容器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家

庭

系 

燃やせるごみ ごみステーション・週２回 透明袋又は半透明袋 

燃やせないごみ ごみステーション・週１回～月１回 透明袋 

粗大ごみ ごみステーション又は各戸口（収集

車が進入できる場所に限る。） 

・週１回（事前申込み制） 

― 

埋立てごみ ごみステーション・週１回～月１回 割れガラス・陶磁器類

は紙箱、灰は土のう袋 

蛍光灯等 ごみステーション・週１回～月１回 購入した際の箱 

ペットボトル ごみステーション・週１回～月２回 透明袋 

容器包装プラスチック ごみステーション・週１回 透明袋 

資源物 資源ステーション  

 

紙類 

（一部地域戸別収集・月１回） 

因島地域は古紙ステーション又は

ごみステーション、御調町、中富１

区及び立花地区を除く向島町、瀬戸

田町はごみステーションとする。 

週１回～月１回 

 

十文字に縛る。 

布類 因島地域、御調町、中富１区及び 

立花地区を除く向島町、瀬戸田町は

ごみステーションとする。 

週１回～月１回 

十文字に縛るか透明袋 

かん類  

 

資源専用コンテナ 

ネット 

透明袋 

 

 

資源専用コンテナ 

びん類 

 

 

使用済み天ぷら油 

 

 

 

因島地域、御調町、中富１区及び 

立花地区を除く向島町、瀬戸田町は

拠点回収とする。月１回 

事

業

系 

燃やせるごみ 

燃やせないごみ 

粗大ごみ 

資源物 

排出者の直接搬入、又は許可業者 

による収集とする。 

― 

 



(2) 処理の方法及び実施主体         

固形状一般廃棄物（事業系一般廃棄物を含む。）の処理は、次のとおり行う。 

区分 収集運搬 中間処理 最終処分等 

燃やせるごみ 

家
庭
系 

18,734t 

(直営・委託) 

37,027t 

焼却処理 

(直営・委託) 

 

5,534t 

残渣埋立 

(委託) 

 

 

 

1,784t 

直接埋立 

(委託) 

 

 

 

841t 

資源化 

直
接
搬
入 

18,293t 

(許可・直接搬入) 

燃やせないごみ・ 

粗大ごみ・ 

埋立ごみ・ 

蛍光灯等 

家
庭
系 

1,702t 

(直営・委託) 

4,434t 

破砕・選別 

(委託)  

1,784t 

直接埋立(委託) 

48t 

蛍光灯・乾電池の資

源化・無害化 

(委託) 

直
接
搬
入 

4,564t 

(許可・直接搬入) 

ペットボトル 

家
庭
系 

290t 

(直営・委託) 

300t 

直接資源化 

直
接
搬
入 

10t 

(許可・直接搬入) 

容器包装プラスチ

ック 

家
庭
系 

1,378t 

(直営・委託) 

1,378t 

選別・圧縮・梱包 

(委託)  

1,219t 

資源化 

直
接
搬
入 

0t 

(許可・直接搬入) 

資源物 

家
庭
系 

3,541t 

(直営・委託) 

509t 

選別(委託) 

3,871t 

直接資源化 

資源化(燃やせな

いごみ資源化量

へ含む。) 

直
接
搬
入 

839t 

(許可・直接搬入) 

 

  



８ 許可方針 

廃棄物処理法第７条第５項及び第１０項並びに第７条の２第１項の規定並びに尾道市一般

廃棄物（ごみ）処理基本計画を踏まえ、尾道市における一般廃棄物処理業の許可に関する方針

を次のとおり定める。 

(1) 一般廃棄物（ごみ）収集運搬については、ごみの排出量等を勘案すると既存の収集運搬業

の許可業者で適正に処理できるため、新規の収集運搬業は原則として許可しない。 

(2) 一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥）の収集運搬については、し尿・浄化槽汚泥の排出量等を

勘案すると既存の収集運搬業の許可業者で適正に処理できるため、新規の収集運搬業は原

則として許可しない。 

(3) 一般廃棄物処分業については、現行の市内の処理施設において円滑かつ的確な処理が確

保されていることから、新規の処分業については原則として許可しない。処分業における処

分の事業の範囲の追加についても同様とする。 

(4) 前３号について、市域内における事業活動等によって生じた一般廃棄物の処理が困難な

場合等に、廃棄物処理法第７条第１項又は第６項に条件を付す許可についてはこの限りで

はない。 

 

９ 一般廃棄物処理施設の整備に関する事項 

 固形状一般廃棄物（事業系一般廃棄物を含む。）の中間処理及び最終処分は次の施設で行う。

このほかの施設での処理は行わない。 

(1) 中間処理施設 

  ア 施設名   尾道市クリーンセンター（ごみ焼却処理施設） 

    所在地   尾道市長者原一丁目２２０番地７５ 

    処理方式  連続燃焼式 

    処理能力  １５０ｔ／日（７５ｔ／日×２基） 

  イ 施設名   尾道市クリーンセンター（粗大ごみ処理施設） 

    所在地   尾道市長者原一丁目２２０番地７５ 

    処理方式  破砕、切断、減容、選別 

    処理能力  ３５ｔ／日 

  ウ 施設名   尾道市容器包装プラスチック圧縮・梱包施設 

所在地   尾道市美ノ郷町三成字正田１４９番地１１ 

処理方式  圧縮、梱包 

処理能力  ７．２ｔ／日 

エ 施設名   因瀬クリーンセンター 

    所在地   尾道市因島重井町５３３４番地 

    処理方式  准連続燃焼方式 

    処理能力  ２５ｔ／１６ｈ×２基 

オ 施設名   因島リサイクルセンター 

    所在地   尾道市因島大浜町１２１７番地１ 

    処理方式  ２軸破砕、選別圧縮 

    処理能力  １４ｔ／５ｈ 

 



(2) その他の処理施設 

ア 施設名   株式会社都市ビルサービス（広島蛍光灯リサイクルセンター） 

所在地   東広島市八本松町原４７９２番地 

処理内容  蛍光灯の無害化・資源化処理 

イ 施設名   野村興産株式会社関西営業所 

  所在地   大阪府大阪市中央区高麗橋２丁目１番２号 

  処理内容  乾電池の無害化・資源化処理 

 

(3) 処理する廃棄物の種類及び量 

廃棄物の種類 処理施設 処理量 

燃やせるごみ 尾道市クリーンセンター、因瀬クリーンセンター 37,027t 

燃やせないごみ 

（粗大ごみを含む。） 

尾道市クリーンセンター、因島リサイクルセンタ

ー 
4,434t 

容器包装プラスチック 尾道市容器包装プラスチック処理施設 1,378t 

資源物 
尾道市クリーンセンター、因島リサイクルセンタ

ー 
509t 

 

(4) 最終処分施設 

  ア 施設名     尾道市原田最終処分場 

    所在地     尾道市原田町梶山田字摩訶衍４３４０番地ほか 

    総面積      ５６，０００㎡ 

    埋立地面積    ２３，０００㎡ 

    埋立容量    １９４，０００㎥ 

  イ 施設名     因島一般廃棄物最終処分場 

    所在地     尾道市因島大浜町１２１７番地１ 

    総面積      ３９，４００㎡ 

    埋立地面積    １０，７００㎡ 

    埋立容量     ８０，０００㎥ 

  ウ 施設名     瀬戸田名荷埋立処分地 

    所在地     尾道市瀬戸田町名荷２２２１番地 

    総面積      ４２，０００㎡ 

    埋立地面積    １０，１００㎡ 

    埋立容量     ５４，０００㎥  

 

(5) 最終処分する廃棄物の種類及び量 

廃棄物の種類 処理施設 処理量 

ごみ焼却残渣、し尿焼却残渣、 

不燃物処理残渣（減容固化物を含む。） 

尾道市原田最終処分場、因島一般廃棄物

最終処分場 
5,534t 

埋立てごみ 
尾道市原田最終処分場、因島一般廃棄物

最終処分場、瀬戸田名荷埋立処分地 
1,784t 

 



１０  その他ごみの処理に関し必要な事項 

   町内清掃、道路清掃等により発生した廃棄物は、土地の管理者へ連絡のうえ、原則として

清掃する者自ら運搬することとし、尾道市が中間処理及び最終処分を行う。 

   不法投棄における廃棄物の処理については、原則として投棄者が行うが、投棄者が不明な

場合は、土地所有者又は管理者の責任において処理処分を行うこととし、状況に応じて市は

協力できるものとする。 

ごみの適正処理・減量化施策を実効あるものにするため、必要に応じ尾道市廃棄物減量等

推進審議会の意見を聴くこととする。 



別紙１ 

 

 適正処理困難物（搬入を認めない一般廃棄物） 

 尾道市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第１４条第１項に定める適正処理困難物は、次の

とおりとする。 

 

① 原付、オートバイ、自動車用部品、バッテリー、タイヤ、ＦＲＰ船等 

② ガスボンベ、消火器等の危険物 

③ 農薬、医薬品類、化学薬品、塗料、廃油等 

④ 金庫、電気温水器、農機具類、農用空き缶等 

⑤ エンジン、トランス、コンプレッサー等 

⑥ その他、市職員が適正処理困難物と判断したもの 

 

 

  



別紙２ 

 



令和７年度尾道市生活排水処理実施計画 

 

１ 処理する一般廃棄物の種類  液状一般廃棄物 

 

２ 施行区域  尾道市全域 

 

３ 施行期間  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

４ 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

(1) 液状一般廃棄物の排出状況 

行政区域内人口 127,388 人 

 計画処理区域内人口 127,388 人 

 非水洗化人口 46,531 人 

 浄化槽人口（合併処理浄化槽・単独処理浄化槽を含む。） 

（農業集落排水施設・漁業集落排水施設を含む。） 
62,529 人 

 公共下水道人口 18,328 人 

 

(2) 液状一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

し尿 40,287kl 浄化槽汚泥 60,786kl 生活排水 2,501,445 ㎥ 

 

５ し尿処理及び浄化槽汚泥の処理計画 

(1) 収集方法及び収集回数 

ア し尿及び浄化槽汚泥は、戸別収集方式とする。 

    し尿は、おおむね１.５か月に１回を標準とし、家族構成及び便槽の大きさにより、日

常生活に支障を来たさない回数とする。 

浄化槽汚泥は、浄化槽管理者又は使用者が浄化槽清掃業許可業者へ直接依頼し、許可業

者が年１回（環境省令で定める場合にあっては、環境省令で定める回数）の収集を行う。 

  イ 生活排水は、公共下水道区域については、直接公共下水道へ排出する。 

(2) 処理の方法及び実施主体 

区分 収集・運搬 中間処理 最終処分 

し尿 

40,287kl 

(直営・委託・許可) 

40,287kl 

し尿処理 

(直営・委託) 

2,486t尾道市クリーンセンターで
脱水汚泥焼却後埋立て 
44ｔ因瀬クリーンセンターで 

し渣焼却後埋立て 

(直営・委託) 
785t 

農地還元・堆肥化 
浄化槽汚泥 

60,786kl 

(許可)  

60,786kl 

し尿処理 

(直営・委託) 

生活排水 

2,501,445 ㎥ 

(公共下水道へ排

出)  

2,501,445 ㎥ 

公共下水道処理 

(直営・委託) 

2,715t 

産業廃棄物として最終処分（143t） 
固形燃料の原材料として使用（2,572t） 
(委託)  

 

 



６ 中間処理施設の整備計画 

公共下水道処理施設 

  ア 施設名   尾道市浄化センター 

    所在地   尾道市東尾道１９番地１ 

    処理能力  ９，７００㎥／日 

 イ 施設名   尾道市御調町中央浄化センター 

    所在地   尾道市御調町花尻１番地 

    処理能力  １，４４０㎥／日 

 ウ 施設名   尾道市御調町東部浄化センター 

    所在地   尾道市御調町三郎丸１１２２番地４ 

    処理能力  ７００㎥／日 

し尿処理施設 

  ア 施設名   おのみち地区し尿処理場 

    所在地   尾道市東尾道１９番地５ 

    処理能力  し尿 １０４kl／日・浄化槽汚泥 ８６kl／日 

  イ 施設名   因島クリーンセンター 

    所在地   尾道市因島重井町５２９２番地２ 

    処理能力  ６０kl／日 

  ウ 施設名   瀬戸田汚泥再生処理センター 

    所在地   尾道市瀬戸田町名荷２２４６番地２ 

    処理能力  ２１kl／日 

処理する廃棄物の種類及び量 

廃棄物の種類 処理施設 処理量 

し尿 
おのみち地区し尿処理場、因島クリーンセンター、瀬

戸田汚泥再生処理センター 
40,287kl 

浄化槽汚泥 
おのみち地区し尿処理場、因島クリーンセンター、瀬

戸田汚泥再生処理センター 
60,786kl 

生活排水 
尾道市浄化センター、尾道市御調町中央浄化センタ

ー、尾道市御調町東部浄化センター 
2,501,445 ㎥ 

最終処理計画 

区 分 処理方法 処理量 

し尿・浄化槽汚泥 脱水汚泥、残渣及びし渣焼却 

（焼却後の残渣を尾道市原田最終処分場、因島一

般廃棄物最終処分場へ埋立て） 

2,530t 

生活排水 産業廃棄物として最終処分 

固形燃料の原材料として使用 

2,715t 

 

７ その他 

住民に対する広報・啓発活動 

個別指導・パンフレット・広報おのみちにより浄化槽の適正管理への理解を得る。 


